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収
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収
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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

二　

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

　
　

契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
を
合
算
す
る
も
の
と
す
る
。

三　

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
　

氏
名　

川　

野　

嘉　

久

　
　
　

住
所　

大
分
市
西
春
日
町
八
番
十
二
号

四　

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法

　
　

概
算
払
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
自
動
車
税
種
別
割
（
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
徴
収
金
の

収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

名　

称

所　

在　

地

委
託
の
内
容

地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
株

式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
四
丁
目
六
番

七
号

収
納
事
務
の
と
り
ま
と

め

国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー
ン
株

式
会
社

東
京
都
江
東
区
木
場
五
丁
目
十
番
十
一
号

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店

舗
に
お
け
る
収
納
事
務

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ

ス

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十
七
号

〃

株
式
会
社
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五
丁
目
四

百
二
十
一
番
地

〃

株
式
会
社
セ
ブ
ン｜

イ
レ
ブ
ン
・

ジ
ャ
パ
ン

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

〃

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十
番
一
号

〃

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十
一
号

〃

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

二

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地

六
百
六
十
五
番
地
の
一

〃

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一

〃

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号

〃

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
番
一
号

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の

電
子
機
器
に
よ
る
決
済

サ
ー
ビ
ス
収
納
事
務

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ 

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

〃

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ 

Ｐ
ａ
ｙ 

株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
西
品
川
一
丁
目
一
番
一
号

〃

二　

委
託
期
間　

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

　

大
分
県
統
計
条
例
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
分
県
新
規
学
卒
者

実
態
統
計
（
県
基
幹
統
計
第
八
号
）
を
作
成
す
る
た
め
、
令
和
三
年
度
大
分
県
新
規
学
卒
者
実
態
統
計
調
査

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

調
査
の
目
的

　
　

県
内
の
新
規
学
卒
者
の
進
学
、
就
職
等
の
進
路
状
況
を
県
内
及
び
県
外
別
に
調
査
し
、
卒
業
者
の
流
動

　

状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二　

調
査
の
範
囲

　
　

県
内
に
あ
る
大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
門
課
程
を
有
す
る
専
修
学
校
及
び
高
等
学
校
の

　

令
和
二
年
度
間
の
卒
業
者

三　

調
査
事
項

　

１　

大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
有
す
る
専
修
学
校

　
　
　

進
学
者
数
並
び
に
就
職
先
の
地
域
別
及
び
産
業
別
の
就
職
者
数

　

２　

高
等
学
校

　
　
　

進
学
先
別
の
進
学
者
数
及
び
就
職
先
の
地
域
別
の
就
職
者
数

四　

調
査
の
期
日

　
　

令
和
三
年
五
月
一
日
現
在
に
よ
っ
て
行
う
。

五　

調
査
の
方
法

　
　

別
に
定
め
る
調
査
票
を
用
い
て
行
う
。

六　

そ
の
他

　
　

こ
の
調
査
は
、
大
分
県
統
計
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
基
幹
統
計
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
分
県
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

受
託
者
の
名
称
及
び
住
所

名　
　
　
　

  　

称

住　
　
　
　

  　

所

大
分
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会

大
分
市
舞
鶴
町
一
丁
目
四
番
一
五
号

二　

委
託
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

受
託
者
の
名
称
及
び
住
所

名　
　
　
　

  　

称

住　
　
　
　

  　

所

大
分
県
森
林
組
合
連
合
会

西
高
森
林
組
合

東
国
東
郡
森
林
組
合

別
杵
速
見
森
林
組
合

お
お
い
た
森
林
組
合

大
分
市
花
園
二
丁
目
六
番
五
一
号

豊
後
高
田
市
大
字
鼎
三
二
二
番
地

国
東
市
国
東
町
小
原
四
四
二
三
番
地
の
一

杵
築
市
山
香
町
大
字
内
河
野
二
七
八
八
番
地
の
六

由
布
市
庄
内
町
大
龍
一
七
一
一
番
地
の
一

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

三

一　

公
表
す
る
書
類

　
　

第
五
次
大
分
県
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
基
本
計
画

二　

公
表
場
所

　
　

大
分
県
農
林
水
産
部
林
務
管
理
課
及
び
各
振
興
局
農
山
村
振
興
部
又
は
農
山
漁
村
振
興
部

三　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
公
表

　
　

第
五
次
大
分
県
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
基
本
計
画
に
つ
い
て
の
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

ア
ド
レ
ス
は
、
次
の
と
お
り
。

　
　

h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/sosh

ik
i/16050/k

ih
on

k
eik

ak
u
5.h

tm
l

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

　

大
分
県
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
競
争
入
札
参
加
資
格
等
に
関
す
る
取
扱
要
綱
（
昭
和
五
十
三
年
大
分
県

告
示
第
三
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

様
式
第
一
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

　

大
分
県
経
常
建
設
共
同
企
業
体
の
競
争
入
札
参
加
資
格
等
に
関
す
る
取
扱
要
綱
（
平
成
十
四
年
大
分
県
告

示
第
三
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

様
式
第
一
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

　

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

な
お
、
関
係
図
面
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
並
び
に
当
該
各
港
を
所
管
す
る
国
東
土
木
事
務
所
、

大
分
土
木
事
務
所
大
分
港
振
興
室
及
び
臼
杵
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
供
覧
に
供
す
る
。

臼
津
関
森
林
組
合

佐
伯
広
域
森
林
組
合

大
野
郡
森
林
組
合

竹
田
市
森
林
組
合

玖
珠
郡
森
林
組
合

日
田
市
森
林
組
合

日
田
郡
森
林
組
合

山
国
川
流
域
森
林
組
合

宇
佐
地
区
森
林
組
合

大
分
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会

日
田
木
材
協
同
組
合

大
分
県
造
林
素
材
生
産
事
業
協
同
組
合

臼
杵
市
板
知
屋
一
二
五
七
番
地
の
一

佐
伯
市
宇
目
大
字
南
田
原
二
八
三
番
地
の
二

豊
後
大
野
市
三
重
町
菅
生
一
二
三
番
地

竹
田
市
大
字
飛
田
川
二
二
四
六
番
地
の
七

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
大
隈
一
一
九
九
番
地
の
一

日
田
市
大
字
庄
手
八
五
○
番
地
の
五

日
田
市
天
瀬
町
五
馬
市
三
○
○
番
地

中
津
市
耶
馬
渓
町
大
字
柿
坂
一
三
八
番
地
の
一

宇
佐
市
安
心
院
町
田
ノ
口
二
五
○
番
地

大
分
市
王
子
港
町
一
番
一
七
号

日
田
市
大
字
東
有
田
字
新
山
二
七
七
六
番
地
の
六

大
分
市
弁
天
一
丁
目
一
番
二
三
号

二　

委
託
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

受
託
者
の
名
称
及
び
住
所

名　
　
　
　

  　

称

住　
　
　
　

  　

所

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

二　

委
託
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

　

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
第
五
次
大
分
県
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
基
本
計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

四

Ａ
︱
二
︱
五
二

泊
地

六
、
七
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
八
六
メ
ー
ト
ル

三
九
隻
分

」

改
め
る
。

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
乙
津
地
区
の
表
中

「

」
を
削
り
、

一
七

船
溜
り

一
、
九
一
四

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

「

」
を

三
四

上
屋

一
四
八
・
三
四

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

鉄
骨
造

「

三
四

上
屋

一
四
八
・
三
四

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

鉄
骨
造

Ａ
︱
二
︱
一
〇    

泊
地

四
二
、
〇
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
七
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
一
一    

泊
地

一
五
、
四
八
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
五
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
一
二    

泊
地

九
六
一
、
〇
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
一
二
メ
ー
ト

ル

Ａ
︱
二
︱
一
三    

泊
地

七
六
、
八
八
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
七
メ
ー
ト
ル

に

Ａ
︱
二
︱
一
四    

泊
地

三
七
、
七
三
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
五
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
一
五    

泊
地

一
〇
八
、
四
三
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
七
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
一
六    
泊
地

四
〇
、
二
三
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
七
メ
ー
ト
ル

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
西
大
分
地
区
の
表
中

「

」
を

Ａ
︱
二
︱
五

泊
地

九
〇
、
九
六
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
五
・
五
メ
ー

ト
ル

「

」
に

Ａ
︱
二
︱
五

泊
地

九
〇
、
九
六
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
五
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
五
〇

泊
地

二
四
、
二
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
一
・
五
メ
ー

ト
ル

小
型
船
舶
用

三
二
一
メ
ー
ト
ル

四
七
隻
分

Ａ
︱
二
︱
五
一

泊
地

九
、
四
六
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
三
メ
ー
ト
ル

改
め
る
。

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
住
吉
地
区
の
表
中

「

」
を

四
九

野
積
場

二
、
一
一
五

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

一
級
地

「

四
九

野
積
場

二
、
一
一
五

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

一
級
地

Ａ
︱
二
︱
六

泊
地

一
三
四
、
四
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
一
〇
メ
ー
ト

ル

小
型
船
舶
用

一
五
〇
メ
ー
ト
ル

三
〇
隻
分

Ａ
︱
二
︱
七

泊
地

一
七
九
、
七
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
六
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
〇
隻
分

に

Ａ
︱
二
︱
八

泊
地

二
六
、
八
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
四
・
五
メ
ー

ト
ル

小
型
船
舶
用

七
三
メ
ー
ト
ル

四
隻
分

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

五

Ａ
︱
二
︱
五
三    

泊
地

一
、
九
一
四

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

」

改
め
る
。

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
弁
天
地
区
の
表
中

「

」
を
削
り
、

一

船
溜
り

三
、
八
一
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

「

」
を

七

物
揚
場

四
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
一
メ
ー
ト
ル

「

七

物
揚
場

四
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
一
メ
ー
ト
ル

に

Ａ
︱
二
︱
六
一

泊
地

四
、
一
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
一
・
五
メ
ー

ト
ル

小
型
船
舶
用

一
七
三
メ
ー
ト
ル

三
四
隻
分

」

改
め
る
。

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
鶴
崎
地
区
の
表
中

「

」
を

三
一

野
積
場

八
六
九
・
三
五

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

「

三
一

野
積
場

八
六
九
・
三
五

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
一
︱
二

航
路

一
、
一
〇
〇
メ
ー
ト

ル

小
型
船
舶
用

二
一
〇
メ
ー
ト
ル

六
隻
分

Ａ
︱
一
︱
三

航
路

二
一
〇
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
一
七

泊
地

二
、
三
一
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
五
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
一
八

泊
地

三
七
、
六
二
〇

水
深
六
・
五
メ
ー

（
告
示
）

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
一
九

泊
地

一
九
、
九
九
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
五
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
二
〇

泊
地

九
八
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
四
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
二
一

泊
地

四
六
、
〇
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
五
・
五
メ
ー

ト
ル

小
型
船
舶
用

六
四
メ
ー
ト
ル

八
隻
分

に

Ａ
︱
二
︱
二
二

泊
地

七
三
、
二
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
四
・
五
メ
ー

ト
ル

小
型
船
舶
用

一
四
九
メ
ー
ト
ル

三
二
隻
分

Ａ
︱
二
︱
二
三

泊
地

二
五
、
八
三
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
四
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
二
四

泊
地

一
〇
、
七
五
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
六
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
二
五

泊
地

一
四
、
三
二
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
七
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
五
四

泊
地

三
、
九
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
八
〇
メ
ー
ト
ル

三
六
隻
分

Ａ
︱
二
︱
五
五

泊
地

四
、
六
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
一
・
八
メ
ー

ト
ル

小
型
船
舶
用

一
五
二
メ
ー
ト
ル

三
〇
隻
分

Ａ
︱
二
︱
六
六

泊
地

一
一
、
一
五
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
四
メ
ー
ト
ル

」

改
め
る
。

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
大
在
西
地
区
の
表
中

「

」
を

二

橋
り
ょ
う

六
三
・
五
メ
ー
ト
ル

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

六

「

二

橋
り
ょ
う

六
三
・
五
メ
ー
ト
ル

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

に

Ａ
︱
二
︱
六
四

泊
地

七
、
七
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
六
一
メ
ー
ト
ル

一
八
隻
分

Ａ
︱
二
︱
六
五

泊
地

一
六
、
四
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

三
九
六
メ
ー
ト
ル

八
隻
分

」

改
め
る
。

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
大
分
ホ
ー
バ
ー
基
地
地
区
の
表
中

「

」
を

六

野
積
場

四
、
五
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

「

六

野
積
場

四
、
五
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

に

Ａ
︱
二
︱
九

泊
地

一
〇
二
、
九
五
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
六
・
五
メ
ー

ト
ル

」

改
め
る
。

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
坂
ノ
市
地
区
の
表
中

「

」
を

一

係
船
専
用

浮
桟
橋

七
基

「

一

係
船
専
用

浮
桟
橋

七
基

に

Ａ
︱
二
︱
五
九

泊
地

三
七
、
八
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

五
七
メ
ー
ト
ル

八
隻
分

」

改
め
る
。

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
大
在
地
区
の
表
中

「

」
を

一
〇
六

野
積
場

一
五
、
〇
三
一

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

「

一
〇
六

野
積
場

一
五
、
〇
三
一

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

に

Ａ
︱
二
︱
二
六

泊
地

二
一
、
四
二
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
五
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
二
七

泊
地

七
、
五
五
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
七
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
三
一

泊
地

三
二
一
、
二
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
一
四
メ
ー
ト

ル

Ａ
︱
二
︱
五
七

泊
地

三
、
一
五
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
四
メ
ー
ト
ル

」

改
め
る
。

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
日
吉
原
地
区
の
表
中

「

」
を

二
三

緑
地

一
二
、
七
四
九
・
八

五
平
方
メ
ー
ト
ル

「

二
三

緑
地

一
二
、
七
四
九
・
八

五
平
方
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
二
八

泊
地

八
、
四
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
五
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
二
九

泊
地

一
六
、
一
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
七
・
五
メ
ー

ト
ル

に

Ａ
︱
二
︱
三
〇

泊
地

九
、
六
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
五
メ
ー
ト
ル

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

七

（
告
示
）

Ａ
︱
二
︱
五
八

泊
地

一
六
、
二
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
・
五
メ
ー

ト
ル

」

改
め
る
。

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
細
地
区
の
表
中

「

」
を

一
〇

護
岸

一
四
五
メ
ー
ト
ル

「

一
〇

護
岸

一
四
五
メ
ー
ト
ル

に

Ａ
︱
一
︱
四

航
路

五
一
七
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
六
〇

泊
地

一
六
、
七
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
五
七
メ
ー
ト
ル

二
九
隻
分

Ａ
︱
二
︱
六
二

泊
地

四
一
、
九
一
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

」

改
め
る
。

　

一　

熊
毛
港
を
削
る
。

　

二　

津
久
見
港
の
㈡
概
要
の
表
中

「

」
を

Ａ
︱
二
︱
一
〇

泊
地

一
、
〇
〇
〇

　
　

平
方
メ
︱
ト
ル

水
深
三
メ
︱
ト
ル

「

Ａ
︱
二
︱
三

泊
地

一
、
二
〇
〇

　
　

平
方
メ
︱
ト
ル

水
深
二
メ
︱
ト
ル

小
型
船
舶
用

九
五
メ
︱
ト
ル

一
七
隻
分

Ａ
︱
二
︱
四

泊
地

八
、
三
〇
〇

　
　

平
方
メ
︱
ト
ル

水
深
四
メ
︱
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
九
三
メ
︱
ト
ル

二
七
隻
分

Ａ
︱
二
︱
五

泊
地

一
七
七
、
〇
〇
〇

　
　

平
方
メ
︱
ト
ル

水
深
四
メ
︱
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
六
二
メ
︱
ト
ル

五
六
隻
分

Ａ
︱
二
︱
七

泊
地

五
、
二
五
〇

　
　

平
方
メ
︱
ト
ル

水
深
三
メ
︱
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
六
五
メ
︱
ト
ル

三
一
隻
分

に

Ａ
︱
二
︱
八

泊
地

六
、
九
〇
〇

　
　

平
方
メ
︱
ト
ル

水
深
四
メ
︱
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
三
三
メ
︱
ト
ル

四
〇
隻
分

Ａ
︱
二
︱
九

泊
地

四
〇
、
五
〇
〇

　
　

平
方
メ
︱
ト
ル

水
深
四
メ
︱
ト
ル

小
型
船
舶
用

五
九
七
メ
︱
ト
ル

五
三
隻
分

Ａ
︱
二
︱
一
〇

泊
地

一
、
〇
〇
〇

　
　

平
方
メ
︱
ト
ル

水
深
三
メ
︱
ト
ル

」

「

」
を

Ａ
︱
二
︱
一
二

泊
地

二
〇
、
〇
〇
〇

　
　

平
方
メ
︱
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

「

Ａ
︱
二
︱
一
二

泊
地

二
〇
、
〇
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
三
〇
メ
ー
ト
ル

五
四
隻
分

Ａ
︱
二
︱
一
三

泊
地

二
、
五
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
三
三
メ
ー
ト
ル

一
一
隻
分

Ａ
︱
二
︱
一
四

泊
地

四
、
三
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
九
四
メ
ー
ト
ル

七
隻
分

に

Ａ
︱
二
︱
一
五

泊
地

一
、
六
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

三
二
メ
ー
ト
ル

四
隻
分

Ａ
︱
二
︱
一
六

泊
地

四
五
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
四
メ
ー
ト
ル

二
隻
分



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

八

Ａ
︱
二
︱
一
七

泊
地

九
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

三
二
メ
ー
ト
ル

二
隻
分

」

改
め
る
。

　

四　

臼
杵
港
の
㈡
概
要
の
表
中

「

」
を

Ａ
︱
一
︱
一

航
路

二
五
〇
メ
︱
ト
ル

水
深
四
・
五
メ
︱

ト
ル

「

Ａ
︱
一
︱
一

航
路

二
五
〇
メ
︱
ト
ル

水
深
四
・
五
メ
︱

ト
ル

に
、

Ａ
︱
一
︱
二

航
路

九
〇
〇
メ
︱
ト
ル

水
深
二
メ
︱
ト
ル

」

「

」
を

Ａ
︱
二
︱
二

泊
地

二
五
、
七
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
四
・
五
メ
ー

ト
ル

「

Ａ
︱
二
︱
二

泊
地

一
三
、
八
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
四
・
五
メ
ー

ト
ル

小
型
船
舶
用

三
〇
メ
ー
ト
ル

三
隻
分

Ａ
︱
二
︱
三

泊
地

二
五
、
三
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
一
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

四
七
一
メ
ー
ト
ル

九
三
隻
分

に
、

Ａ
︱
二
︱
四

泊
地

七
、
三
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
五
〇
メ
ー
ト
ル

五
八
隻
分

」

「

Ａ
︱
二
︱
六

泊
地

一
六
、
五
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

を

Ａ
︱
二
︱
七

泊
地

七
、
三
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

」

（
告
示
）

「

Ａ
︱
二
︱
六

泊
地

一
六
、
五
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
二
〇
メ
ー
ト
ル

三
〇
隻
分

に

Ａ
︱
二
︱
七

泊
地

九
、
〇
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
〇
七
メ
ー
ト
ル

二
八
隻
分

Ａ
︱
二
︱
八

泊
地

一
六
、
五
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
四
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
二
︱
九

泊
地

七
、
七
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
五
八
メ
ー
ト
ル

一
〇
隻
分

Ａ
︱
二
︱
一
〇

泊
地

一
、
八
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

六
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
隻
分

Ａ
︱
二
︱
一
一

泊
地

六
、
四
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
〇
三
メ
ー
ト
ル

五
三
隻
分

Ａ
︱
二
︱
一
二

泊
地

二
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

七
メ
ー
ト
ル

一
隻
分

」

改
め
る
。

　

六　

佐
賀
関
港
の
㈡
概
要
の
表
中

「

五

駐
車
場

二
、
四
五
七
・
三

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

を
」

「

五

駐
車
場

二
、
四
五
七
・
三

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
一

泊
地

九
、
七
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
八
五
メ
ー
ト
ル

三
八
隻
分

に



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

九

Ａ
︱
二
︱
二

泊
地

二
八
、
四
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

六
四
六
メ
ー
ト
ル

一
〇
三
隻
分

Ａ
︱
二
︱
三

泊
地

五
、
八
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
三
〇
メ
ー
ト
ル

二
六
隻
分

」

改
め
る
。

　

七　

姫
島
港
の
㈡
概
要
の
表
中

「

」
を

Ｂ
︱
一
︱
一

防
波
堤

二
六
七
メ
ー
ト
ル

「

Ａ
︱
一
︱
二

航
路

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
三
・
五
メ
ー

ト
ル

Ａ
︱
一
︱
三

航
路

二
七
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
五
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
四

泊
地

三
〇
、
一
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
五
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
五

泊
地

一
一
、
〇
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
五
三
メ
ー
ト
ル

四
二
隻
分

Ａ
︱
二
︱
六

泊
地

六
、
四
四
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
五
〇
メ
ー
ト
ル

三
二
隻
分

Ａ
︱
二
︱
八

泊
地

四
、
四
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
四
〇
メ
ー
ト
ル

三
九
隻
分

に

Ａ
︱
二
︱
九

泊
地

一
、
八
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

五
〇
メ
ー
ト
ル

三
隻
分

小
型
船
舶
用

（
告
示
）

Ａ
︱
二
︱
一
〇

泊
地

二
、
一
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

一
一
四
メ
ー
ト
ル

一
二
隻
分

Ａ
︱
二
︱
一
一

泊
地

五
、
四
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
六
〇
メ
ー
ト
ル

二
四
隻
分

Ｂ
︱
一
︱
一

防
波
堤

二
六
七
メ
ー
ト
ル

」

改
め
る
。

　

八　

国
東
港
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

八　

国
東
港

　
　

㈠　

所
在　

国
東
市

　
　

㈡　

概
要

　
　
　
　

伊
美
地
区

図
面
符
号

名　

称

数　
　
　
　

量

接
岸
能
力

備　

考

Ａ
︱
二
︱
一

泊
地

一
四
、
〇
八
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
九
八
メ
ー
ト
ル

四
一
隻
分

Ａ
︱
二
︱
二

泊
地

二
五
、
一
四
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
三
・
五
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
三

泊
地

三
、
二
三
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
三
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
四

泊
地

一
、
四
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
六

泊
地

三
、
一
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
二
〇
メ
ー
ト
ル

二
一
隻
分

Ａ
︱
二
︱
七

泊
地

二
、
五
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

六
六
メ
ー
ト
ル

二
二
隻
分



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

一
〇

Ａ
︱
二
︱
八

泊
地

四
、
二
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
五
〇
メ
ー
ト
ル

三
三
隻
分

Ｂ
︱
一
︱
一

防
波
堤

一
九
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
二

防
波
堤

一
三
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
三

防
波
堤

一
〇
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
四

防
波
堤

三
八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
五

防
波
堤

一
五
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
六

防
波
堤

二
一
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
七

防
波
堤

五
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
八

防
波
堤

一
一
一
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
九

防
波
堤

二
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
一

防
波
堤

三
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
二

防
波
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
三

防
波
堤

四
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
四

防
波
堤

九
九
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
五

防
波
堤

五
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
六

防
波
堤

一
三
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
七

防
波
堤

一
六
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
三
︱
二

防
潮
堤

三
九
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一

護
岸

二
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二

護
岸

二
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
三

護
岸

二
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
一

護
岸

六
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
二

護
岸

八
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
四

護
岸

三
八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
五

護
岸

七
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
六

護
岸

四
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
七

護
岸

一
二
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
八

護
岸

六
六
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
九

護
岸

六
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二
〇

護
岸

一
五
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二
一

護
岸

三
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二
二

護
岸

二
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二
三

護
岸

三
七
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二
四

護
岸

一
二
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二
五

護
岸

三
八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
一

突
堤

三
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
八
︱
一

胸
壁

二
〇
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
八
︱
二

胸
壁

二
四
三
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
三
︱
一

係
船
く
い

四
メ
ー
ト
ル

水
深
三
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
二

物
揚
場

五
三
メ
ー
ト
ル

水
深
三
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
四

物
揚
場

一
三
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

一
一

Ｃ
︱
六
︱
五

物
揚
場

九
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
六

物
揚
場

六
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
三
・
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
七

物
揚
場

一
三
メ
ー
ト
ル

水
深
三
・
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
八

物
揚
場

八
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
九

物
揚
場

四
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
七
︱
二

船
揚
場

三
〇
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
七
︱
三

船
揚
場

一
八
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
一

臨
港
道
路

二
〇
七
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
二

臨
港
道
路

六
一
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
三

臨
港
道
路

一
六
三
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
五
︱
一

橋
り
ょ
う

三
・
〇
八
メ
ー
ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
一

野
積
場

三
、
四
五
五
・
二
七

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
二

野
積
場

一
、
八
六
〇
・
五

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
四

野
積
場

一
、
六
〇
一
・
九
五

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　

櫛
来
地
区

図
面
符
号

名　

称

数　
　
　
　

量

接
岸
能
力

備　

考

Ｂ
︱
四
︱
一

導
流
堤

五
八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一

護
岸

九
二
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二

護
岸

五
一
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
三

護
岸

四
九
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
四

護
岸

三
九
七
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
五

護
岸

八
一
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
六

護
岸

一
〇
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
七

護
岸

二
一
八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
八

護
岸

三
九
六
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
一

突
堤

二
九
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
二

突
堤

一
五
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
三

突
堤

一
八
八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
四

突
堤

五
七
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
一

離
岸
堤

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
一

物
揚
場

三
八
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
二

物
揚
場

五
三
メ
ー
ト
ル

Ｅ
︱
一
︱
一

航
路
標
識

Ｌ
︱
一
︱
一

海
浜

八
、
三
七
〇
平
方
メ
ー

ト
ル

Ｌ
︱
五
︱
一

休
憩
所

一
七
五
・
一
九
平
方
メ

ー
ト
ル

Ｌ
︱
五
︱
二

休
憩
所

一
六
平
方
メ
ー
ト
ル

Ｌ
︱
七
︱
一

ト
イ
レ

一
棟

　
　
　
　

岐
部
地
区

図
面
符
号

名　

称

数　
　
　
　

量

接
岸
能
力

備　

考

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

一
二

Ａ
︱
八
︱
一

船
だ
ま
り

四
、
二
四
六
平
方
メ
ー

ト
ル

小
型
船
舶
用

一
〇
五
メ
ー
ト
ル

一
三
隻
分

Ｂ
︱
一
︱
一

防
波
堤

一
〇
九
・
六
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
二

防
波
堤

九
一
・
九
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
三

防
波
堤

五
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一

護
岸

三
六
・
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二

護
岸

八
三
・
三
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　

熊
毛
地
区

図
面
符
号

名　

称

数　
　
　
　

量

接
岸
能
力

備　

考

Ａ
︱
一
︱
一

航
路

一
二
三
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
一

泊
地

五
一
、
二
五
二
平
方
メ

ー
ト
ル

水
深
五
・
五
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
八
︱
一

船
だ
ま
り

六
、
八
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
九
〇
メ
ー
ト
ル

二
二
隻
分

Ｂ
︱
一
︱
一

防
波
堤

一
三
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
二

防
波
堤

五
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
三

防
波
堤

一
五
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
四

防
波
堤

三
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一

護
岸

八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二

護
岸

三
九
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
五

護
岸

六
二
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
六

護
岸

四
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
七

護
岸

六
八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
八
︱
一

胸
壁

七
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
八
︱
二

胸
壁

四
〇
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
一
︱
一

岸
壁

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
五
・
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
一

物
揚
場

三
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
二

物
揚
場

七
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
七
︱
一

船
揚
場

一
〇
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
一

臨
港
道
路

一
一
七
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
二

臨
港
道
路

一
〇
六
・
八
メ
ー
ト
ル

Ｆ
︱
四
︱
一

荷
さ
ば
き
地

二
、
〇
六
一
平
方
メ
ー

ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
一

野
積
場

五
、
三
八
五
平
方
メ
ー

ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
二

野
積
場

一
、
九
七
〇
平
方
メ
ー

ト
ル

Ｊ
︱
三
︱
一

防
塵
柵

一
五
二
・
三
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　

向
田
地
区

図
面
符
号

名　

称

数　
　
　
　

量

接
岸
能
力

備　

考

Ａ
︱
一
︱
一

航
路

二
五
メ
ー
ト
ル

水
深
一
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
一

泊
地

五
、
六
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル

水
深
一
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

六
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
隻
分

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

一
三

Ｂ
︱
一
︱
一

防
波
堤

七
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
二

防
波
堤

九
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
三

防
波
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
四

防
波
堤

五
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
五

防
波
堤

一
三
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一

護
岸

二
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
四

護
岸

二
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
五

護
岸

五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
六

護
岸

一
一
一
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
七

護
岸

一
〇
三
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
一

物
揚
場

六
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
一
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
七
︱
一

船
揚
場

一
五
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
一

臨
港
道
路

一
九
七
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　

富
来
地
区

図
面
符
号

名　

称

数　
　
　
　

量

接
岸
能
力

備　

考

Ａ
︱
一
︱
一

航
路

一
一
六
メ
ー
ト
ル

水
深
三
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
一

泊
地

一
一
、
九
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル

水
深
三
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
五
一
メ
ー
ト
ル

三
四
隻
分

Ａ
︱
二
︱
四

泊
地

二
、
九
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル

小
型
船
舶
用

一
二
〇
メ
ー
ト
ル

二
〇
隻
分

小
型
船
舶
用

Ａ
︱
二
︱
五

泊
地

七
、
九
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル

二
六
一
メ
ー
ト
ル

七
七
隻
分

Ｂ
︱
一
︱
二

防
波
堤

二
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
三

防
波
堤

六
八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
四

防
波
堤

四
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
五

防
波
堤

八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
六

防
波
堤

八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
七

防
波
堤

一
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
八

防
波
堤

六
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
〇

防
波
堤

五
九
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
一

防
波
堤

一
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
二

防
波
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
三

防
波
堤

一
七
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
四

防
波
堤

一
〇
六
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
五

防
波
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
三
︱
七

防
潮
堤

四
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
三

護
岸

二
〇
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
五

護
岸

三
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
六

護
岸

五
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
八

護
岸

六
五
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
九

護
岸

四
九
メ
ー
ト
ル

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

一
四

Ｂ
︱
五
︱
一
〇

護
岸

八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
一

護
岸

五
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
二

護
岸

六
八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
三

護
岸

一
四
八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
四

護
岸

二
一
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
五

護
岸

五
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
六

護
岸

九
六
八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
一

突
堤

四
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
二

突
堤

一
一
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
八
︱
一

胸
壁

一
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
一

離
岸
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
二

離
岸
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
三

離
岸
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
四

離
岸
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
五

離
岸
堤

三
五
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
六

離
岸
堤

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
一

物
揚
場

二
八
メ
ー
ト
ル

水
深
一
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
二

物
揚
場

六
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
〇
・
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
三

物
揚
場

六
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
三
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
四

物
揚
場

六
一
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
五

物
揚
場

四
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
六

物
揚
場

八
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
七

物
揚
場

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
八

物
揚
場

一
三
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
七
︱
二

船
揚
場

一
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
七
︱
三

船
揚
場

二
〇
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
一

臨
港
道
路

三
六
一
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
二

臨
港
道
路

八
二
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
三

臨
港
道
路

二
九
〇
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
五
︱
一

橋
り
ょ
う

一
三
メ
ー
ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
一

野
積
場

六
、
三
一
四
平
方
メ
ー

ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
二

野
積
場

二
、
七
六
二
平
方
メ
ー

ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
三

野
積
場

七
二
九
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　

国
東
地
区

図
面
符
号

名　

称

数　
　
　
　

量

接
岸
能
力

備　

考

Ａ
︱
二
︱
六

泊
地

五
七
、
七
六
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
五
・
五
メ
ー
ト
ル

Ａ
︱
二
︱
七

泊
地

二
六
、
〇
二
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
三
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
八
九
メ
ー
ト
ル

三
八
隻
分

Ａ
︱
二
︱
八

泊
地

四
、
七
六
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

一
五

Ａ
︱
二
︱
九

泊
地

一
二
、
七
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

三
五
〇
メ
ー
ト
ル

五
八
隻
分

Ａ
︱
二
︱
一
〇

泊
地

六
、
二
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
七
五
メ
ー
ト
ル

六
三
隻
分

Ａ
︱
二
︱
一
一

泊
地

二
、
五
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
五
隻
分

Ｂ
︱
一
︱
一

防
波
堤

三
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
二

防
波
堤

一
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
三

防
波
堤

九
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
四

防
波
堤

四
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
五

防
波
堤

四
六
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
六

防
波
堤

一
〇
一
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
七

防
波
堤

一
四
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
八

防
波
堤

六
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
九

防
波
堤

二
一
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
〇

防
波
堤

四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
三

防
波
堤

一
七
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
四

防
波
堤

六
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
五

防
波
堤

九
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
六

防
波
堤

六
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
七

防
波
堤

一
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
八

防
波
堤

四
五
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
九

防
波
堤

八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
二
〇

防
波
堤

八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
二
一

防
波
堤

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
二
二

防
波
堤

一
三
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
二
三

防
波
堤

六
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
二
四

防
波
堤

一
二
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
二
六

防
波
堤

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
二
七

防
波
堤

二
三
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
三
︱
一

防
潮
堤

一
九
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
三
︱
三

防
潮
堤

二
九
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
三
︱
五

防
潮
堤

一
四
七
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
三
︱
六

防
潮
堤

一
二
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
三
︱
八

防
潮
堤

五
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
三
︱
九

防
潮
堤

四
六
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
四
︱
二

導
流
堤

七
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
四
︱
三

導
流
堤

七
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一

護
岸

八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
四

護
岸

五
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
五

護
岸

一
五
一
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
六

護
岸

二
五
メ
ー
ト
ル

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

一
六

Ｂ
︱
五
︱
七

護
岸

三
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
八

護
岸

四
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
〇

護
岸

七
一
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
一

護
岸

七
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
二

護
岸

一
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
三

護
岸

二
七
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
四

護
岸

二
九
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
五

護
岸

八
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
六

護
岸

一
九
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
七

護
岸

六
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
八

護
岸

二
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
九

護
岸

五
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
八
︱
一

胸
壁

四
四
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
八
︱
二

胸
壁

一
四
一
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
九
︱
一

水
門

一
基

Ｂ
︱
一
一
︱
一

離
岸
堤

二
三
〇
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
一
︱
一

岸
壁

六
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
四
・
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
一
︱
二

岸
壁

八
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
四
・
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
一
︱
三

岸
壁

八
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
四
・
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
一
︱
四

岸
壁

一
八
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
五
・
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
三

物
揚
場

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
三
・
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
四

物
揚
場

二
一
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
五

物
揚
場

五
八
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
六

物
揚
場

九
四
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
七

物
揚
場

二
六
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
八

物
揚
場

三
八
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
九

物
揚
場

四
六
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
一
〇

物
揚
場

四
三
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
一
一

物
揚
場

六
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
一
二

物
揚
場

八
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
一
三

物
揚
場

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
一
四

物
揚
場

七
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
一
五

物
揚
場

一
七
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
三
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
一
六

物
揚
場

八
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
一
七

物
揚
場

二
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
七
︱
二

船
揚
場

四
〇
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
七
︱
三

船
揚
場

二
〇
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
七
︱
四

船
揚
場

二
〇
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
一

臨
港
道
路

四
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
二

臨
港
道
路

一
五
〇
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
三

臨
港
道
路

五
二
・
四
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
四

臨
港
道
路

一
六
三
メ
ー
ト
ル

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

一
七

Ｄ
︱
一
︱
五

臨
港
道
路

三
二
〇
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
六

臨
港
道
路

六
六
九
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
七

臨
港
道
路

二
七
〇
メ
ー
ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
一

野
積
場

五
、
九
四
二
・
五
一

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
二

野
積
場

一
、
二
二
五
・
〇
八

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
三

野
積
場

四
、
〇
一
二
・
三
七

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
四

野
積
場

二
、
〇
九
八
・
八
八

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
五

野
積
場

二
、
三
七
一
・
〇
七

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　

武
蔵
地
区

図
面
符
号

名　

称

数　
　
　
　

量

接
岸
能
力

備　

考

Ａ
︱
二
︱
三

泊
地

九
、
六
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

三
二
〇
メ
ー
ト
ル

五
五
隻
分

Ａ
︱
二
︱
四

泊
地

六
、
四
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

二
八
〇
メ
ー
ト
ル

五
八
隻
分

Ｂ
︱
一
︱
一

防
波
堤

七
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
二

防
波
堤

九
六
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
三

防
波
堤

三
六
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
四

防
波
堤

五
六
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
五

防
波
堤

三
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
六

防
波
堤

一
四
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
七

防
波
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
八

防
波
堤

一
九
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
九

防
波
堤

三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
〇

防
波
堤

七
七
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
一

防
波
堤

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
三

防
波
堤

五
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
︱
一
四

防
波
堤

四
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一

護
岸

七
四
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二

護
岸

四
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
三

護
岸

一
一
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
四

護
岸

一
八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
五

護
岸

二
八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
六

護
岸

一
一
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
七

護
岸

一
九
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
八

護
岸

二
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
九

護
岸

五
八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
〇

護
岸

二
〇
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
二

護
岸

九
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
三

護
岸

一
八
三
メ
ー
ト
ル

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

一
八

Ｂ
︱
五
︱
一
五

護
岸

四
九
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
六

護
岸

五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
七

護
岸

五
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
八

護
岸

二
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
一
九

護
岸

五
三
三
・
八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二
〇

護
岸

八
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二
一

護
岸

二
三
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
五
︱
二
二

護
岸

三
六
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
一

突
堤

七
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
一
一

突
堤

一
四
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
一
二

突
堤

七
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
一
三

突
堤

七
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
一
四

突
堤

九
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
一
五

突
堤

八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
七
︱
一
六

突
堤

六
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
一

〇

離
岸
堤

六
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
一

一

離
岸
堤

三
五
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
一

二

離
岸
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
一

三

離
岸
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
一

四

離
岸
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
一

五

離
岸
堤

八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
一

六

離
岸
堤

一
七
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
︱
一
一
︱
一

七

離
岸
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
一

物
揚
場

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
三
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
二

物
揚
場

七
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
三
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
三

物
揚
場

二
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
〇
・
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
四

物
揚
場

五
五
メ
ー
ト
ル

水
深
〇
・
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
五

物
揚
場

二
九
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
六
︱
七

物
揚
場

三
〇
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
七
︱
一

船
揚
場

二
〇
メ
ー
ト
ル

Ｃ
︱
七
︱
三

船
揚
場

二
〇
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
一

臨
港
道
路

一
五
四
メ
ー
ト
ル

Ｄ
︱
一
︱
二

臨
港
道
路

四
三
四
メ
ー
ト
ル

Ｈ
︱
二
︱
一

野
積
場

一
、
九
五
三
・
六

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｌ
︱
一
︱
一

海
浜

一
五
、
一
一
八

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｌ
︱
二
︱
一

緑
地

一
〇
、
四
六
五

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

一
九

Ｌ
︱
五
︱
一

ビ
ー
チ
ハ
ウ

ス

Ｌ
︱
五
︱
二

日
陰
だ
な

　

十
一
か
ら
十
三
ま
で
を
削
り
、
十
四
か
ら
十
六
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、

　

十
七　

下
ノ
江
港
の
㈡
概
要
の
表
中

「

」
を

Ｃ
︱
六
︱
四

物
揚
場

二
六
・
三
メ
ー
ト
ル

水
深
一
メ
ー
ト
ル

「

Ａ
︱
二
︱
一

泊
地

一
、
四
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

五
三
メ
ー
ト
ル

七
隻
分

に

Ａ
︱
二
︱
二

泊
地

三
、
八
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

三
五
メ
ー
ト
ル

四
隻
分

Ａ
︱
二
︱
三

泊
地

六
、
三
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
六
七
メ
ー
ト
ル

一
八
隻
分

Ａ
︱
二
︱
四

泊
地

七
、
一
〇
〇

　
　

平
方
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

一
二
三
メ
ー
ト
ル

一
九
隻
分

Ｃ
︱
六
︱
四

物
揚
場

二
六
・
三
メ
ー
ト
ル

水
深
一
メ
ー
ト
ル

」

改
め
、
十
四　

下
ノ
港
と
し
、
十
八
か
ら
二
十
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

第
三
条
第
六
号
中
「
属
す
る
日
」
を
「
属
す
る
月
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
の
企
画
・
公
告
・
イ
ベ
ン
ト
の
項
中
「公

告

」
を
「広

告

」
に
、
「製

作

」
を
「制

作

」
に
改

め
る
。

「

」
及
び

「

」
を
削
る
。

　

第
一
号
様
式
中

［
代

表
者

印
］

［
代

理
人

印
］

　

第
六
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。　

（
告
示
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

二
〇

（
告
示
）

第
６
号
様
式
そ
の
１

（
第

５
条

関
係

）

審
査

事
項

　
（

評
点

項
目

）
記

載
欄

単
位

等
数

値
清

掃
格

付

営
業

種
目

及
び

資
格

審
査

申
請

種
目

（
申

請
種

目
○

印
）

　
建

築
物

清
掃

業
務

　
電

気
設

備
保

守
管

理
業

務

　
冷

暖
房

設
備

保
守

管
理

業
務

　
消

防
用

設
備

保
守

管
理

業
務

　
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
設

備
保

守
管

理
業

務

　
自

動
ド

ア
設

備
保

守
管

理
業

務

　
警

備
業

務

１
　

営
業

年
数

（
基

準
日

ま
で

の
営

業
年

数
）

年

２
　

営
業

実
績

　
※

注
１

　
建

築
物

清
掃

業
務

千
円

　
設

備
保

守
管

理
業

務
千

円

　
警

備
業

務
千

円

　
そ

の
他

 （
上

記
以

外
の

売
上

げ
）

千
円

　
合

　
　

計
千

円

３
　

経
営

規
模

(
１

)
従

業
員

数
(
基

準
日

に
お

け
る

営
業

に
従

事
す

る
者

の
数

)
人

(
２

)
自

己
資

本
額

(
貸

借
対

照
表

の
「

純
資

産
合

計
額

」
)
(
千

円
未
満

切
捨
)

千
円

４
　

経
営

比
率

　
(
千

円
未
満

切
捨
)

(
１

)
流

動
比

率
　
流

動
資

産
（
貸

借
対
照

表
の

「
流
動

資
産

」
の
合

計
額
）

千
円

　
流

動
負

債
（
貸

借
対
照

表
の

「
流
動

負
債

」
の
合

計
額
）

千
円

流
動

資
産

÷
流

動
負

債
　

％

(
２

)
自

己
資

本
固

定
比

率
　
固

定
資

産
（
貸

借
対
照

表
の

「
固
定

資
産

」
の
合

計
額
）

千
円

　
自

己
資

本
（
貸

借
対
照

表
の

「
純
資

産
合

計
額
」

）
千

円

　
固

定
資

産
÷

自
己

資
本

　
％

(
３

)
利

益
率

　
当

期
利

益
（
損

益
計
算

書
の

「
税
引

前
当

期
利
益

」
）

千
円

　
総

 
資

 
本

（
貸

借
対
照

表
の

「
負
債

・
純

資
産
」

の
合
計

額
）

千
円

　
当

期
利

益
÷

総
資

本
　

　
％

５
　

機
械

設
備

等
　

（
有

の
み

記
載

）

　
建

築
物

清
掃

業
務

　
機

械
器

具
数

台

　
警

備
業

務
機

械
警

備
設

備
の

有
無

６
　

設
備

保
守

管
理

業
務

資
格

所
有

者
数

　
※

注
２

　
電

気
設

備
保

守
　

①
　

電
気

主
任

技
術

者
人

　
②

　
電

気
工

事
士

人

　
③

　
電

気
工

事
施

工
管

理
技

士
人

　
冷

暖
房

設
備

保
守

　
④

　
ボ

イ
ラ

ー
整

備
士

人

　
⑤

　
ボ

イ
ラ

ー
技

士
人

　
⑥

　
危

険
物

取
扱

者
（

乙
種

第
４

類
）

人

　
⑦

　
冷

凍
機

械
責

任
者

人

　
⑧

　
管

工
事

施
工

管
理

技
士

人

　
消

防
用

設
備

保
守

　
⑨

　
消

防
設

備
点

検
資

格
者

人

　
⑩

　
消

防
設

備
士

人

　
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
保

守
　

⑪
　

昇
降

機
等

検
査

員
人

　
自

動
ド

ア
設

備
保

守
　

⑫
　

自
動

ド
ア

施
工

技
能

士
人

７
　

女
性

の
職

業
生

活
に

お
け

る
活

躍
の

推
進

の
状

況
（

有
の

み
記

載
）

※
注

３

（
１

）
一

般
事

業
主

行
動

計
画

の
認

定
の

有
無

（
２

）
育

児
休

業
制

度
、

介
護

休
業

制
度

の
就

業
規

則
に

お
け

る
導

入
の

有
無

８
　

障
が

い
者

の
就

労
へ

の
支

援
の

状
況

（
有

の
み

記
載

）
※

注
３

,
４

県
内

事
業

所
に

お
け

る
雇

用
の

達
成

又
は

雇
用

の
有

無
注

１
：

ビ
ル

等
の

総
合

管
理

を
行

っ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

も
、

清
掃

業
務

、
設

備
管

理
、

警
備

業
務

及
び

そ
の

他
に

区
分

し
て

記
入

す
 
 
 
 
 
 
る

こ
と

。
注

２
：

県
内

の
事

業
所

等
に

在
籍

す
る

職
員

に
つ

い
て

の
み

対
象

と
す

る
こ

と
。

注
３

：
確

認
で

き
る

書
類

を
添

付
す

る
こ

と
。

（
未

添
付

の
場

合
は

、
無

と
し

て
扱

う
。

）
注

４
：

法
定

雇
用

率
が

義
務

付
け

さ
れ

て
い

る
場

合
は

調
書

を
、

法
定

雇
用

率
が

義
務

付
け

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
証

明
す

る
書

類
を

添
 
 
 
 
 
 
付

す
る

こ
と

。

申
請

者
(
商

号
又

は
名

称
)

　
建

築
物

の
衛

生
的

環
境

の
確

保
に

関
す

る
法

律
　

第
1
2
条

の
2
第

１
号

又
は

第
８

号
登

録
の

有
無

　
　

　
 
県

庁
舎

等
維

持
管

理
業

務
調

書
（

共
通

）

　

第
六
号
様
式
そ
の
三
中
「県
外
に
本
社
が
あ
る
場
合
は
県
内
の
支
社
等
の

」
を
「県

内
の
事
業
所
等
に
在

「

」
を

籍
す
る

」
に
、

電
気

冷
暖

房
消

防
エ

レ
自

ド
ア

①電気主任技術者

②電気工事士

③電気工事施工管理技士

④ボイラー整備士

⑤ボイラー技士

⑥危険物取扱者（乙種第４類）

⑦冷凍機械責任者

⑧管工事施工管理技士

⑨消防設備点検資格者

⑩消防設備士

⑪昇降機等検査員

⑫自動ドア施工技能士

「

」
に
改
め
る
。

電
気

冷
暖

房
消

防
エ

レ
自

ド
ア

①電気主任技術者

②電気工事士

③電気工事施工管理技士

④ボイラー整備士

⑤ボイラー技士

⑥危険物取扱者（乙種第４類）

⑦冷凍機械責任者

⑧管工事施工管理技士

⑨消防設備点検資格者

⑩消防設備士

⑪昇降機等検査員

⑫自動ドア施工技能士

　

第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。　

「

」
を
削
る
。

　

第
八
号
様
式
（
表
面
）
中

法
人

は
［

代
表

者
印

］
個

人
は

［
実

印
］

　
　

「

」
及
び

「

」
を
削
る
。

　

第
九
号
様
式
中

［
代

表
者

印
］

［
代

理
人

印
］



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

二
一

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
公
　
　
　
　
　
告

　

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

調
理
師
試
験
を
実
施
す
る
。　

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

試
験
の
期
日
及
び
場
所

　

１　

期
日　

令
和
三
年
十
月
三
十
日
（
土
曜
日
）

　
　
　
　
　
　
　

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

　

２　

場
所　

Ｊ
：
Ｃ
Ｏ
Ｍ
ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分

　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
金
池
南
一
丁
目
五
番
一
号

二　

受
験
資
格

　
　

次
の
学
歴
及
び
職
歴
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
者

　

１　

学
歴　

㈠　

中
学
校
卒
業
以
上
の
者　

　
　
　
　
　
　

㈡　

旧
制
国
民
学
校
高
等
科
の
修
了
者
、
旧
制
中
学
校
二
年
の
課
程
の
修
了
者
又
は
調
理
師

　
　
　
　
　
　
　

法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ

　
　
　
　
　
　
　

れ
ら
の
者
と
同
等
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　

２　

職
歴　

調
理
師
法
施
行
規
則
第
四
条
に
定
め
る
左
記
施
設
で
二
年
以
上
調
理
業
務
に
従
事
し
た
者

　
　
　
　
　
　

㈠　

飲
食
店
営
業
（
旅
館
・
簡
易
宿
泊
所
を
含
む
。
喫
茶
店
営
業
を
除
く
。
）

　
　
　
　
　
　

㈡　

魚
介
類
販
売
業
（
販
売
の
み
は
除
く
。
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

㈢　

そ
う
ざ
い
製
造
業
（
煮
物
（
つ
く
だ
煮
を
含
む
。
）
・
焼
物
（
炒
め
物
を
含
む
。
）
・

　
　
　
　
　
　
　

揚
げ
物
・
蒸
し
物
・
酢
の
物
又
は
あ
え
物
を
製
造
す
る
営
業
）

　
　
　
　
　
　

㈣　

複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業
（
そ
う
ざ
い
に
米
飯
や
パ
ン
を
組
み
合
わ
せ
た
食
品
を
製
造

　
　
　
　
　
　
　

す
る
営
業
）

　
　
　
　
　
　

㈤　

寄
宿
舎
、
学
校
、
病
院
等
の
給
食
施
設
（
継
続
し
て
一
回
二
十
食
以
上
又
は
一
日
五
十

　
　
　
　
　
　
　

食
以
上
調
理
し
て
い
る
施
設
）　
　

三　

試
験
科
目

　
　

公
衆
衛
生
学
、
食
品
学
、
栄
養
学
、
食
品
衛
生
学
、
調
理
理
論
、
食
文
化
概
論

四　

提
出
書
類

（
告
示
・
公
告
）

　

１　

受
験
申
請
書

　

２　

受
験
票
・
写
真
台
帳

　

３　

受
験
手
数
料
の
領
収
証
書　

　

４　

受
験
票
送
付
用
封
筒

　

５　

卒
業
証
明
書　

　

６　

調
理
業
務
従
事
証
明
書

　

７　

印
鑑
登
録
証
明
書
又
は
印
鑑
証
明
書(

該
当
者
の
み
）

　

８　

戸
籍
抄
本
等
（
該
当
者
の
み
）　

※
発
行
後
六
月
以
内
の
も
の

　

９　

国
籍
等
表
示
の
あ
る
住
民
票
（
外
国
籍
の
場
合
の
み
）

　

10　

卒
業
証
明
書
と
そ
の
日
本
語
訳
（
外
国
の
学
校
で
九
年
以
上
の
課
程
を
卒
業
し
た
場
合
の
み
）

　

11　

学
力
認
定
書
（
日
本
の
外
国
人
学
校
を
卒
業
し
た
場
合
及
び
外
国
に
お
け
る
学
校
教
育
が
九
年
未
満

　
　

の
課
程
を
卒
業
し
た
場
合
の
み
）

五　

受
験
手
続

　
　

受
験
に
必
要
な
書
類
を
、
令
和
三
年
五
月
十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の

　

期
間
に
、
左
記
提
出
先
に
「
簡
易
書
留
」
で
郵
送
す
る
こ
と
。

　
　

提
出
先　

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー　

調
理
師
試
験
担
当

　
　
　

住
所　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
︱
八
︱
五
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
五
階

　
　
　

電
話
番
号　

（
〇
三
）
三
六
六
七
︱
一
八
一
五

六　

受
験
手
数
料
及
び
納
入
方
法

　

１　

受
験
手
数
料　

六
千
二
百
円

　

２　

納

入

方

法　

受
験
案
内
に
同
封
さ
れ
て
い
る
払
込
取
扱
票
に
よ
り
、
期
間
内
に
金
融
機
関
で
納
め

　
　
　
　
　
　
　
　

る
こ
と
。

七　

合
格
者
の
発
表

　
　

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時

　
　

県
庁
舎
本
館
一
階
県
政
展
示
ホ
ー
ル
及
び
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
二

　

階
掲
示
板
に
合
格
番
号
を
掲
示
し
、
合
格
者
に
は
合
格
通
知
書
を
郵
送
す
る
。

　
　

ま
た
、
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す

　

る
。

　
　

な
お
、
電
話
に
よ
る
合
否
の
確
認
及
び
回
答
は
行
わ
な
い
。

八　

試
験
及
び
試
験
結
果
の
開
示
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー　

調
理
師
試
験
担
当

　
　
　

住
所　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
︱
八
︱
五
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
五
階



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

二
二

　
　
　

電
話
番
号　

（
〇
三
）
三
六
六
七
︱
一
八
一
五
（
平
日
九
時
か
ら
十
七
時
ま
で
）

　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

（
〇
三
）
三
六
六
七
︱
一
八
六
八　
　
　

　
　

大
分
県
福
祉
保
健
部
健
康
づ
く
り
支
援
課
管
理
・
疾
病
対
策
班

　
　
　

住
所　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話
番
号　

（
〇
九
七
）
五
〇
六
︱
二
六
六
三

　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

（
〇
九
七
）
五
〇
六
︱
一
七
三
五

（
公
告
）


